
平成２９年（２０１７年）１月２５日 

厚 生 委 員 会 資 料 

地域支えあい推進室地域包括ケア推進担当 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施と区民への周知について

１ 現行サービスから総合事業への展開イメージ

別紙１のとおり

２ 総合事業における委託事業者の公募

 短期集中予防サービスのうち運動機能改善プログラム（テキパキ運動機能

改善プログラム）及び音響機器活用プログラム（ワイワイカラオケ体操プロ

グラム）については、介護予防事業として生活機能改善への創意工夫等を中

心に事業者の信頼性・社会性等を併せて総合的に判断し、最適な事業者を選

定するため、企画提案公募型事業者選定方式により順次公募を進めていく。

３ 「なかの元気アップ体操」の制作

 元気な高齢者から虚弱高齢者までが、自主的に地域のサロンや自宅等で取

り組めるものとして、また区が広く住民主体の活動へ介護予防等を普及して

いくための仕掛けとして、中野区オリジナルの体操「なかの元気アップ体操」

を制作・普及し、介護予防や認知症予防の取り組みを推進していく。

体操は、元気高齢者向けと座位で行う虚弱高齢者向けのものとする。

４ 介護予防講演会

地域での介護予防の取組みを拡げていくため、下記のとおり講演会を行う。 
 なお、この講演会において「なかの元気アップ体操」を発表し、参加者に

体験してもらう。

○介護予防講演会

日時：平成２９年３月１２日（日）午後２時～４時

場所：帝京平成大学中野キャンパス

内容：介護予防の必要性などを区民へ広く啓発する機会とする。

講演：青木 主税氏

（帝京平成大学健康メディカル学部理学療法学科教授）

５ 総合事業区民周知用パンフレット

別添のとおり



   
６ 事業開始に向けたスケジュール 
  平成２９年１月 区民周知用パンフレット作成 
          要支援１・２のうち対象者への総合事業の案内開始 
          要支援１・２の更新案内に総合事業の案内チラシ同封 
          委託事業者公募（短期集中予防サービスのうち運動機能

向上プログラム及び音響機器活用プログラム） 
       ２月 総合事業開始のご案内 区報（２０日号）、ホームページ

掲載 
       ３月 地域包括支援センターにおいて、基本チェックリストに

よるサービス事業対象者の判定開始 
          介護予防講演会「なかの元気アップ体操」発表 

地域包括ケアシステム推進プラン策定 
       ４月 総合事業開始 
          区報（５日号）特集、ホームページ掲載 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）介護予防把握事業 

（２）介護予防普及啓発事業 

（３）地域介護予防活動支援事業 

（４）一般介護予防事業評価事業 

（５）地域リハビリテーション活動

   支援事業 （新規事業） 

現行サービスから介護予防・日常生活支援総合事業への展開イメージ

現行の介護予防事業 

一次予防事業 

・介護予防普及啓発事業 

・地域介護予防活動支援事業 

・一次予防事業評価事業 
 

二次予防事業 

・通所型介護予防事業 

・二次予防事業評価事業 

一般介護予防事業 

介護予防機能強化

一次予防と二

次予防を区別

せず、効果的・

効率的な取り

組みを推進 

介護予防・生活支援サービス事業 

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 

＜H２９年４月より開始予定＞ 

（１）現行の予防給付相当サービス 

（予防訪問サービス・予防通所サービス） 

（２）緩和基準によるサービス 
（生活援助サービス・活動援助サービス） 

（３）住民主体によるサービス 

 ①委託によるサービス 
（住民ボランティア等が提供する訪問活動事業

・地域の自主活動団体等による通所事業） 

 ②活動補助によるサービス 

（５）介護予防ケアマネジメント 

（４）短期集中予防サービス 
（なかの元気アップセミナー） 

介護予防訪問介護 
介護予防通所介護 移行

介護予防支援の一部 介護予防給付を必要

としない事例 

拡充 

現行の介護予防給付 下記以外は現行同様 介護予防給付（訪問看護、福祉用具等）

別紙１
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